
書式第 12号 (法第 28条関係)

令和4(2022)年 度 事業報告書
令和4(2022)年 4月 1日 から令和5(2023)年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 子育て支援グループamigo

1 事業の成果
2ヶ 所の子育て支援拠点は引き続き新型コロナウィルス感染拡大予防に留意しながら予約制での
開催となった。
外あそび、さんぽ、屋外イベン ト等アウトリーチ活動を模索した。また、近隣ひろばや関係機関
と連携して地域の親子を支援するネットワークを深めた一年となった。
2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業

(2)その他の事業  なし

事業名 事 業 内 容 実 施
日 時

実 施
場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び
人   数

事業費の

金額

(千円)

予L幼児と保護者の交

流の拠点の運営事業

世田谷区補助事業
「おでかけひろぱ0あみ―ご」
「おでかけひろばULALA」 の運営

週5日

10:00～ 15:00
世田谷区松原 26人

世田谷区及び近隣
の子育て家庭

(毎月300組程度)
21,572

プレーリヤカー

自然遊び場体験事業
毎月一回 世田谷区松原 5人

世田谷区の

子育て家庭

100組程度

150

世田谷区補助事業

乳幼児ふれあい体験授業
9月 ろ 用賀中学校 15人

世田谷区の

子育て家庭及び

中学生

135

圧産婦及び乳幼児と

その保護者を対象と

した講座開催事業

産前産後プログラム

(マタニティヨガ・ベビーマッサ
ージ・産後ヨガ・ベビーヨガ・抱
っことおんぶ講座など)

毎週2～ 3回 世田谷区内 6人
世田谷区および近

隣の妊産婦

約200組
693

世田谷区主催の産前産後のセルフ

ケア講座の企画・協力

金曜日及び土曜日

(月 4日程度)
年間50回

世田谷区内の

児童館25か所
5人

世日谷区在住の

妊産婦

約300組
427

訪間型産後サポー ト

事業

訪問型産後サポー ト
マザリングベル

平日

10:00～ 15:00
訪問先の家庭 11人

世田谷区及び近隣
の産後の女性とそ
の家族 2組

9

乳幼児預かり事業

世田谷区一時預かり事業

はつとステイひろば型

ワークスペーススペースひろば型

週5日

10:00～ 15:00

世田谷区松原

世田谷区桜
20人

世田谷区の

子育て家庭 (毎月60

組程度)

6,963

子育てに関す る支

援・相談事業

世田谷区利用者支援事業

(北沢地域)

週5日

10:00～ 15:00
世田谷区内 9人

世田谷区の

子育て家庭 (毎月30

組程度)

8,753

その他本会の目的を

き成するために必要

な事業

東京都福祉保健財団「子どもが輝

く東京・応援事業」ニューノーマ

ノlレθ)arTeaTreaT

毎月2日

10:00～ 13:00
世田谷区内 10人 世田谷区及び近隣

の家庭800人
2,882

コミュニティスペースの運営 随時 世田谷区松原 2人
世田谷区及び近隣

の家庭とその他
168

世田谷まちづくリファンド

桜丘農園
随時 世田谷区桜 5人

世田谷区及び近隣

の住民
581

馬事公苑界わいコミュニティ

デザインプロジェクト
不定期 世田谷区内 2人

馬事公苑近隣の

住民
392



書式第 13号 (法第 28条関係)
事 業 報 告 用

グループ師 1

令和 4年度 活動計算書 (その他事業魂坐場合)
令和4年4月 1日 から令和5年 3月 31口 まで

[[ヨ |=| ____3と __園L___ ____」」瞳二」a■i____

受取国庫助成金 39,987,994

ひろば事業収益
頂かり事業収益

123,600

2,409,000
63,300
1,980,250
20,000

相談事業収益
講座事業収益
訪間事業収益

受取利息 144

給料手当 27,165,236

2
外注費 554,440

1,761,500
1,010,133
324,779

支払報酬料
旅費交通費
通信費
会議費
消耗品費
修繕費
水道光熱費
諸会費
研修費
印刷製本費
支払手数料
地代家賃
賃借料
保険料
租税公課
減価償却費

115,500

724,231

604,905
6,309,600
71,630
192,490

11,850

381,941

給料手当 366,418
25,456

通信費
消耗品費
水道光熱費
諸会費
支払手数料
減価償却費

60,000
50,720
15,698
71,571

23,843
1,100

55,610
42,827

期 経 常 増 減 額 【A】 ― |「B可
~~~~I~「
■
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和
1親唇3月黒境が照表

事 業 報 告 用

て グ

科 |二 | 壼   額

現金預金
事業未収金

2

13,269,583
117,500
3.608_625

16 005 708

344_153

956_000
l Rno 15■

【A】 資 産 合 計 ①+② 18,295,861

未払金
未払法人税等

2

15.902.346
2_ 196_060

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 18,295,861



書式第 17号 (法第 28条関係)
事 業 報 告 用

令和 4年度 財産
令和5年 3月 31日 現在

銀ヨ

469,760
10,522,060
55,381

115,500
000 117 500

現金預金
手死現金
三菱U町銀行 東松原支店 普通預金
=菱UFJ銀行 東松原支店 普通預金

東京都助成金

世田谷区応援券

金

2,541,000

コ

敷金

世田谷区松原事業所 amigo 500,000

2

【A】 資 産 合 計 ①+② 18,295,861

il■ 1正三11■1

70,000

米払金

クレジットカーード

未払法人税等
渋谷都税事務所
預 り金
朴全保険料 R7_950

旦量宣■_上二_≦≧______________________ 197.455
苧廼 薔

:負 [合 計  ...lml、

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 197,455

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 18,098,406



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和4年度年間役員名簿 J泄驚雅だぢF槻絶葉::鮮ξ翻潔蠣』諾風星蛎所並

特定非営利活動法人  子育て支援グループamigo

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
口各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏   名

1 o。 監事
(イ シヤマキョウコ) 2022年 4月 1日

2023年 3月 31日

年  月  日

年  月  日石山 恭子

０
乙 〇 ・監事

(ミ ヤシタ ミホ )

(シダ ミホコ)
2022年 4月 1日

2023年 3月 31日

年

年

月   日

月   日官下 美保子
(志田 美保子)

3 〇 ・監事
(マツダタエコ) 2022年 4月 1日

2023年 3月 31日

年  月  日

年  月  日松田 妙子

4 ①
。監事

(オオツボミホコ) 2022年 4月 1日

2023年 3月 31日

年  月  日

年 月 日大坪 保子

5 o・ 監事
(ウ ミノ チカ) 2022年 4月 1日

2023年 3月 31日

年  月  日

年  月  日海野 千賀

6 o・ 監事
(サ トウ マリコ) 2022年 4月 1日

2023年 3月 31日

年

年

月   日

月 日佐藤 真理子

理事・〇

(オヤナギ ヨウヘイ) 2022年 4月 1日

2023年 3月 31日

年 月

月

日

日年小柳 陽平

０
０ 理事 。監事

年 月  日

年 月  日

年  月  日

年  月  日



書式第4号 (法第 10条・第 28条関係 )
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人_重塞塾霊量髪盈墜二∠ユ豊聖__

氏   名

1 石山 恭子

2
官下 美保子
(志 田 美保子 )

3 松田 妙子

4 大坪 三保子

5 海野 千賀

6
佐藤 真理子
(壬生 真理子)

7 花岡 藍子

8 野島 知子

9 宮武 園子

10 伊藤 幸恵

11 谷口 順子




